
駐車場の使用料は職員と事業者のどちらの負担ですか？

個別申請＆連名申請振り分け

→職員 →事業者

駐車場を使用する職員の人数は

１人か２人以上どちらですか

駐車場の使用人数にかかわらず

別記第１号様式（個別申請用）を提出

※事業者名で申請，従業員等使用名簿も必ず提出

１人 ２人以上

別記第１号様式（個別申請用）を提出

※職員名で申請

→ →

別記第１号様式その２（連名申請用）を提出

【クラブに徴収対象者と減免対象者がいる場合】

徴収対象者⇒この図に沿って様式を提出してください。

減免対象者

１人の場合 ⇒別記第１号様式（個別申請用）と別記第１０号様式（個別

申請用）を提出してください。※１号様式は職員名で作成

２人以上の場合⇒別記第１号様式その２（連名申請用）と別記第１０号様式

その２（連名申請用）をご提出ください。

※徴収対象者・減免対象者それぞれで様式を提出してください。


